
６広報　さつま

　
平
成
２０
年
か
ら
「
健
診
」
と
「
保
健
指

導
」
の
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。
大
き
く
変

わ
る
の
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
者

に
、
「
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
」
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

○
こ
れ
ま
で
の
健
診

・
町
が
行
う
基
本
健
康
診
査
や
各
種
が
ん

　
検
診
な
ど

・
職
場
の
事
業
所
健
診

・
健
康
保
険
の
一
般
健
診
、
成
人
健
診
、

　
生
活
習
慣
病
予
防
健
診

○
こ
れ
か
ら
の
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

　
国
民
健
康
保
険
・
共
済
組
合
・
政
府
管

掌
健
康
保
険
・
組
合
健
保
な
ど
に
加
入
し

て
い
る
医
療
保
険
者
、
生
活
習
慣
病
予
防

対
策
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

① 

何
が
変
わ
る
の
？

　
特
定
健
康
診
査
で
は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
健
診
を
行
い

ま
す
。

　
ま
ず
、
腹
囲
や
Ｂ
Ｍ
Ｉ
に
よ
る
内
蔵
脂

肪
の
蓄
積
度
を
調
べ
ま
す
。
次
に
、
脂
血
、

血
圧
、
血
糖
な
ど
も
検
査
し
ま
す
。

　
健
診
結
果
か
ら
、
特
定
保
健
指
導
（
個

別
・
グ
ル
ー
プ
別
に
生
活
習
慣
に
関
す
る

改
善
指
導
）
を
実
施
し
ま
す
。

③ 

健
診
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
腹
囲
や
Ｂ
Ｍ
Ｉ

　
糖
尿
病
・
脳
卒
中
・
心
臓
病
な
ど
の
生

活
習
慣
病
は
、
早
い
段
階
か
ら
健
診
結
果

に
表
れ
て
き
ま
す
。

　
「
仕
事
が
忙
し
い
」
・
「
自
分
は
健
康

だ
か
ら
」
と
健
診
を
受
け
ず
に
い
る
と
、

生
活
習
慣
病
が
進
行
し
て
し
ま
う
場
合
が

あ
り
ま
す
。
年
に
１
回
の
健
診
で
、
健
康

チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
は
、

生
活
習
慣
病
対
策
を
重
点
と
し
、
要
保
健

指
導
者
の
抽
出
を
目
的
と
し
た
健
診
、
結

果
を
出
す
保
健
指
導
で
す
。
こ
の
た
め
、

特
定
健
診
受
診
率
、
特
定
保
健
指
導
実
施

率
、
内
臓
脂
肪
症
候
群
の
該
当
者
・
予
備

群
の
減
少
率
の
５
年
後
で
の
目
標
値
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
受
診
率
で
は
、
現
在
、

平
成
１８
年
度
基
本
健
康
診
査
受
診
率
の
３２

％
を
６５
％
ま
で
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
り
、

健
診
結
果
に
基
づ
い
た
保
健
指
導
で
も
、

結
果
を
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
ず
は
健
診
受
診
率
を
引
き
上
げ
て

い
く
こ
と
が
ス
タ
ー
ト
と
な
り
ま
す
。
み

な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑤ 

健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
特
定
保
健
指
導
で
は
、
特
定
健
診
結
果

か
ら
情
報
提
供
・
動
機
付
け
支
援
・
積
極

的
支
援
別
に
階
層
化
を
行
い
、
生
活
習
慣

改
善
指
導
を
実
施
し
ま
す
。

　
指
導
に
よ
り
、
糖
尿
病
・
脳
卒
中
・
心

臓
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病
の
方
や
そ
の
予

備
群
の
方
々
の
減
少
（
２５
％
の
削
減
目

標
）
を
め
ざ
し
ま
す
。

④ 

個
人
の
状
況
に
応
じ
た
特
定
保

健
指
導
を
実
施

　
医
療
費
が
、
年
々
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

全
医
療
費
の
半
分
は
、
が
ん
、
心
臓
病
、

脳
卒
中
と
い
っ
た
循
環
器
系
疾
患
、
糖
尿

病
、
そ
し
て
合
併
症
が
多
い
腎
臓
病
な
ど

が
占
め
、
こ
れ
ら
は
、
食
生
活
の
乱
れ
、

運
動
不
足
、
喫
煙
習
慣
な
ど
の
不
適
切
な

生
活
習
慣
に
よ
る
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

と
さ
れ
、
「
生
活
習
慣
病
」
と
も
言
わ
れ

ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
生
活
習
慣
病
の
兆
候
は
、
早

い
段
階
か
ら
健
診
結
果
に
表
れ
て
お
り
、

「
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓

　
脂
肪
症
候
群
）
」
と
深
く
関
係
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
平
成
２０
年
４
月
か
ら
４０
歳

か
ら
７４
歳
の
方
を
対
象
に
、
新
し
い
健
診

制
度
で
あ
る
「
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保

健
指
導
」
を
実
施
し
ま
す
。

② 

生
活
習
慣
病
対
策
と
は
？

40
歳
か
ら
74
歳
の
み
な
さ
ん
へ

平
成
20
年
４
月
か
ら
「
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
」
が
始
ま
り
ま
す
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こ
れ
ま
で
の
「
老
人
保
健
医
療
制
度
」

は
、
各
市
町
村
の
運
営
で
し
た
。
来
年
か

ら
ス
タ
ー
ト
す
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
」
は
、
都
道
府
県
単
位
で
の
「
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
」
が
運
営
し
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
国
保
や
健
保
組
合
な
ど

の
医
療
保
険
に
加
入
し
な
が
ら
「
老
人
保

健
医
療
制
度
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
で
は

ま
っ
た
く
独
立
し
た
制
度
と
な
り
ま
す
。

① 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
は
？

 

　
　
　
　
こ
れ
ま
で
の
「
老
人
保
健
医

　
　
　
療
制
度
」
で
は
、
被
保
険
者
証
と

　
　
　
老
人
保
健
医
療
受
給
者
証
の
２
枚

　
　
　
が
必
要
で
し
た
が
、
「
後
期
高
齢

　
　
　
者
医
療
制
度
」
で
は
、
一
人
に
１

　
　
　
枚
に
な
り
ま
す
。
　
　

③ 

被
保
険
者
証
は
？

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
で
は
、
財

政
運
営
の
責
任
主
体
の
明
確
化
及
び
高
齢

者
の
負
担
と
現
役
世
代
の
負
担
と
の
明
確

化
・
公
平
化
を
図
る
ね
ら
い
か
ら
、
被
保

険
者
全
員
が
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
保
険
料
は
、
均
等
割
り
と
所

得
割
り
に
よ
り
、
各
都
道
府
県
の
広
域
連

合
ご
と
に
決
め
ら
れ
、
原
則
と
し
て
年
金

か
ら
天
引
き
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
年

金
の
年
額
が
１８
万
円
未
満
の
場
合
や
保
険

料
が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合

な
ど
は
、
普
通
徴
収
と
な
り
、
納
付
書
な

ど
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
所
得
の
低
い
方
に
は
、
保
険
料
の
均
等

割
額
部
分
の
軽
減
措
置
も
あ
り
ま
す
。
健

康
保
険
な
ど
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
の

保
険
料
に
つ
い
て
も
、
未
だ
流
動
的
な
部

分
も
あ
り
ま
す
。

　
現
時
点
で
は
、
保
険
料
の
額
は
決
ま
っ

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
決
ま
り
し
だ
い
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

⑤ 

保
険
料
は
？

　
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
は
、
こ
れ
ま

で
の
「
老
人
保
健
医
療
制
度
」
同
様
に
、

一
般
の
方
１
割
、
現
役
並
み
所
得
者
３
割

と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
医
療
費
が

高
額
と
な
っ
た
と
き
の
自
己
負
担
限
度
額

適
用
や
入
院
時
の
食
事
代
の
減
額
な
ど
、

「
老
人
保
健
医
療
制
度
」
同
様
の
給
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

④ 

医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
は
？

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
の
対
象
者

は
、
広
域
連
合
内
（
県
内
）
に
住
む
75
歳

以
上
の
方
若
し
く
は
65
歳
以
上
で
寝
た
き

　
　
　
り
な
ど
の
一
定
の
障
害
の
あ
る
方

　
　
　
で
す
。

　
　
　
　
ま
た
、
対
象
と
な
る
日
は
、
75

　
　
　
歳
の
誕
生
日
若
し
く
は
65
歳
以
上

　
　
　
の
方
が
寝
た
き
り
な
ど
の
障
害
認

　
　
　
定
を
受
け
た
日
と
な
り
ま
す
。

② 

対
象
者
な
ど
は
？

75
歳
以
上
の
み
な
さ
ん
へ

平
成
20
年
４
月
か
ら
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
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